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１ 

月 本部 広報委員会 成人教育委員会 環境整備委員会 交通安全対策委員会 学年委員会

入学式PTA入会式 PTA入会式 PTA入会式 PTA入会式 PTA入会式 PTA入会式

第1回学校徴収金監査 交通安全指導

第1回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

PTA総会 PTA総会 PTA総会 PTA総会 PTA総会 PTA総会

花壇整備 自転車点検

第1回50周年式典実行委員会

体育祭受付協力 体育祭取材 体育祭受付協力 体育祭受付協力 体育祭受付協力 体育祭飲み物提供

第１回学校運営協議会

県高P連総会(15日)

広報誌「藤沢西」№141 芸術鑑賞会 花壇整備

1200部発行

県高P連研修大会

第2回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

花壇整備

西高祭受付協力 西高祭取材 西高祭ポスター展示 西高祭ワークショップ 西高祭ポスター展示 西高祭ポスター展示

第２回学校運営協議会 社会見学会 イベントブース展示 ハザードマップ展示

第2回50周年式典実行委員会 交通安全指導

第3回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

指名委員会発足

県高P連湘南鎌倉地区大会

藤沢地区薬物乱用防止キャンペーン

50周年式典 50周年式典 50周年式典 50周年式典 50周年式典 50周年式典

式典受付 校内カルチャー 花壇整備

第２回学校徴収金監査

第4回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

第62回県高P連大会 球技大会取材 花壇整備 球技大会スープ等提供

(21日)

マラソン大会取材 花壇整備 交通安全指導

第5回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

第3回学校徴収金監査 広報誌「藤沢西」№142 花壇整備

1500部発行

卒業式参列

第6回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

合格者説明会 合格者説明会 合格者説明会 合格者説明会 合格者説明会 合格者説明会

第3回学校運営協議会 遊ing西高取材 花壇整備 卒業記念品配付

合唱祭取材

創立50周年オリジナル

記念品配布

２

月

３

月

生徒環境委員会との

共同活動

県高P連交通安全

地区大会

１２

月

１

月

県高P連湘南鎌倉地区

第2回理事会

１１

月

マラソン大会

飲み物軽食の差し入れ

７

月

８

月

第73回全国高P連

茨城大会(22.23日)

９

月

１０

月

第70回関東地区高P連

関東大会(23.24日)

令和６年度PTA事業報告

５

月

県高P連湘南鎌倉地区

第1回理事会

４

月

６

月
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令和７年度 

ＰＴＡ役員及び会計監査委員(案) 

   

役職 氏  名 生徒学年 

会  長 神﨑 千佳 ２年 

副 会 長 山領 郁 ３年 

副 会 長 豊田 なぎさ ２年 

副 会 長 藤岡 浩信 Ｔ 

書  記 内田 麻衣 ３年 

書  記 小林 美和子 １年 

書  記 須田 敏弘 Ｔ 

会  計 田中 千緋呂 ２年 

会  計 宮代 京 １年 

会  計 森本 実季 １年 

会  計 木村 えり Ｔ 

会計監査    小野垣 理 ２年 

会計監査 新野 久里子 ２年 

会計監査 進藤 真弓 １年 

 

 

 

 

 

 

 

８ 



 

 

９ 

月 本部 広報委員会 成人教育委員会 環境整備委員会 交通安全対策委員会 学年委員会

入学式PTA入会式 PTA入会式 PTA入会式 PTA入会式 PTA入会式 PTA入会式

第１回学徴金監査 交通安全指導

第1回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

PTA総会(書面) PTA総会(書面) PTA総会(書面) PTA総会(書面) PTA総会(書面) PTA総会(書面)

花壇整備 自転車点検

体育祭受付協力 体育祭取材 体育祭受付協力 体育祭受付協力 体育祭受付協力 体育祭飲み物提供

県高P連総会(7日)

第1回学校運営協議会

広報誌「藤沢西」№143 芸術鑑賞会 花壇整備

1200部発行

県高P連研修大会

第2回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

花壇整備

西高祭受付協力 西高祭取材 西高祭ポスター展示 西高祭ワークショップ 西高祭ポスター展示 西高祭ポスター展示

第2回学校運営協議会 イベントブース展示 ハザードマップ展示

指名委員会発足 社会見学会

藤沢地区薬物乱用防止キャンペーン

第3回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

第２回学徴金監査 校内カルチャー 花壇整備 交通安全指導

第63回県高P連大会

(29日)

第4回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

指名委員会 球技大会取材 花壇整備 球技大会スープ等提供

第5回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

マラソン大会取材 花壇整備 交通安全指導

第6回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

卒業記念品配布 広報誌「藤沢西」№144 花壇整備

第３回学徴金監査 1500部発行

卒業式参列

合格者説明会 合格者説明会 合格者説明会 合格者説明会 合格者説明会 合格者説明会

第3回学校運営協議会 遊ing西高取材 花壇整備

合唱祭取材

第7回PTA実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会 実行委員会

２

月

３

月

１１

月 生徒環境委員会との

共同活動

県高P連交通安全

地区大会

１２

月

１

月

県高P連湘南鎌倉地区

第2回理事会

6

月

１０

月 県高P連湘南鎌倉

地区大会

令和７年度PTA事業計画

４

月

５

月

県高P連湘南鎌倉地区

第1回理事会

７

月

第71回関東地区高P連

関東大会(11・12日)

８

月

第74回全国高P連

三重大会(21・22日)

９

月
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(1)収入の部

予算額 前年度予算額 増　減 摘　　要

264,368   1,177,791 △ 913,423 令和６年度より

3,394,800 3,474,000 △ 79,200 300円×943人×12ヶ月(今年度実績と同額を仮定)

832 25 807 預金利息

3,660,000 4,651,816 △ 991,816

(2)支出の部

予算額 前年度予算額 増　減 摘　　要

会議費 15,000 15,000 0  校内各種会議運営費

庶務費 122,000 232,000 △ 110,000  文書印刷、事務用品

分担金 155,000 177,000 △ 22,000  高P連分担金、湘鎌地区分担金、振込料他

慶弔費 423,200 265,000 158,200  香典、供花、卒業記念品

30,000 27,000 3,000  PTA団体傷害保険加入料

800,000 645,000 155,000  各種委員会・研修会等交通費

本部 91,000 304,000 △ 213,000  離退任式記念品、文具代

広報委員会 622,500 632,500 △ 10,000  会報作成、写真印刷

成人教育委員会 348,000 456,130 △ 108,130  社会見学、芸術鑑賞補助、校内カルチャー

環境整備委員会 494,000 508,000 △ 14,000  花壇管理、園芸補助

交通安全対策委員会 79,300 78,000 1,300  自転車点検（全学年） 

学年委員会 359,000 1,166,000 △ 807,000  体育祭、球技大会飲食物提供

予備費 121,000 146,186 △ 25,186

合　計 3,660,000 4,651,816 △ 991,816

活
動
費

令和７年度 予算（案）

【1】 ＰＴＡ会費

項　目

繰越金

会　費

雑収入

合　計

項　目

運
営
費

保険費

交通費
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(1)収入の部

予算額 前年度予算額 増  減 摘　　要

1,158,645 953,056 205,589 令和6年度より

8,181,000 8,181,000 0 750円×909人×12ヶ月

2,355 64 2,291 預金利息等

9,342,000 9,134,120 207,880

(2)支出の部

項　目 予算額 前年度予算額 増  減 摘　　要

行事協力費 150,000 130,000 20,000  マラソン大会、入学式・卒業式等

特活指導費 50,000 70,000 △ 20,000  校内合宿経費等

レンタル料 248,400 266,000 △ 17,600  自習室コピー機レンタル、ＡＥＤレンタル

慶弔費 20,000 20,000 0  香典費補助

468,400 486,000 △ 17,600

進路指導 596,204 565,938 30,266  進路用書籍、進路用消耗品等

生徒指導 253,402 304,940 △ 51,538  救急医薬品・消耗品、保健ﾆｭｰｽ等

学校管理 749,946 739,630 10,316  防災教育消耗品

広報情報 294,565 102,640 191,925  部活動体験交流会傷害保険料、広報PR諸経費等

研究企画 5,000 100,000 △ 95,000  消耗品、講演会講師謝礼等

1,899,117 1,813,148 85,969

国　語 0 33,880 △ 33,880  授業用書籍

地歴・公民 32,153 0 32,153  授業用教材

数　学 23,275 56,320 △ 33,045  授業用書籍

理　科 1,000,000 1,088,000 △ 88,000  実験用消耗品

体　育 985,679 1,044,853 △ 59,174  ボール、ラケット等授業用消耗品

音　楽 418,625 203,055 215,570  楽譜、楽器等授業用消耗品

美　術 509,825 228,502 281,323  授業用消耗品

英　語 49,680 80,608 △ 30,928  授業用消耗品

家　庭 215,225 85,000 130,225  実習用消耗品

情　報 80,000 130,634 △ 50,634  インク等消耗品

総合探究 50,000 0 50,000  授業用消耗品

3,364,462 2,950,852 413,610

3,300,000 3,470,000 △ 170,000  ワックス、ガラス清掃、トイレ清掃

310,021 414,120 △ 104,099

9,342,000 9,134,120 207,880

小　計

環境整備費

予　備　費

合　計

教
　
　
　
科

【2】教育振興費

項　目

繰越金

会　費

雑収入

合　計

基
本
出
費

小　計

グ
ル
ー

プ

小　計
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(1)収入の部

項  目 予算額 前年度予算額 増　減 摘　　要

繰越金 99,947 52,227 47,720  令和6年度より

図書費 2,181,600 2,181,600 0  200円×909人×12ヶ月

雑収入 553 13 540  預金利息

合  計 2,282,100 2,233,840 48,260

(2)支出の部

項  目 予算額 前年度予算額 増  減 摘　　要

図書購入費 1,250,000 1,200,000 50,000  生徒用書籍

雑誌購読費 600,000 620,000 △ 20,000  生徒用雑誌

消耗品購入費 400,000 400,000 0  事務用品、蔵書点検機器レンタル代等

予備費 32,100 13,840 18,260

合  計 2,282,100 2,233,840 48,260

【4】特別教育振興費

(1)収入の部

項　目 予算額 前年度予算額 増　減 摘　　要

繰越金 13,291 45,755 △ 32,464  令和6年度より

会　費 558,000 638,000 △ 80,000  2,000円×279人(新入生)

雑収入 59 5 54  預金利息

合　計 571,350 683,760 △ 112,410

(2)支出の部

項　目 予算額 前年度予算額 増　減 摘　　要

特別教育支援費 570,000 680,000 △ 110,000  施設整備、教育活動補助、周年事業費等

予備費 1,350 3,760 △ 2,410

合　計 571,350 683,760 △ 112,410

【3】図書費
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(1)収入の部

項　目 予算額

繰越金 474,671 

積立金 300,000 

予備費 329 

合　計 775,000 

【6】遠征費

(1)収入の部

項　目 予算額

繰越金 2,953,725 

雑収入 2,275 

合　計 2,956,000 

(2)支出の部

項　目 予算額

遠征費 2,956,000 

合　計 2,956,000 

摘　　要

 令和6年度より

 預金利息

摘　　要

 関東・全国大会等の諸経費

【5】周年事業積立金

摘　　要

 令和6年度より

 特別教育振興費より

 預金利息



神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡ会則 

第 1 章 総   則  

第１条 〔名称および事務所〕本会は神奈川県立藤沢西高等学校 PTA と称し、事務所を神祭川県立藤沢西高等

学校内におく。 

第２条 〔目 的〕本会は保護者と教職員が協力して、学校、家庭、社会における生徒の幸福な成長をはか

り、学校教育の成果を高めることを目的とする。 

第３条 〔活 動〕本会は前条の目的を達成するために次の活動を行なう。 

(1) 家庭と学校の相互理解を深め、生徒の福祉を増進する。 

(2) 学校の教育的環境の整備充実につとめる。 

(3) 会員相互の修養をはかり、理解を深める。 

第４条 〔性 格〕本会は教育を本旨とする民主的団体として、自主的に活動し、営利的、宗教的、政治的活動

はせず、また学校の人事及び運営には関与しない。 

第 2 章 会員及び役員 

第５条 〔会 員〕本会の会員となることのできる者は、本校に在籍する生徒の保護者及び本校の教職員とする。 

第６条 〔役 員〕本会には次の役員をおく。 

会 長  1 名（保護者）        副会長  3 名（保護者 2 名および副校長） 

書 記  3 名（保護者 2 名、教職員 1 名 会 計  3 名（保護者 2 名、教職員 1 名） 

第７条 〔役員の任務〕役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。 

(3) 書記は、会の行なう議事を記録、保管するとともに、会の庶務を処理する。 

(4) 会計は、会の経理を処理し、総会において決算報告を行なう。 

第８条 〔役員の選出〕役員の選出は、指名委員会から指名された候補者につき、総会の承認を得て、これを行

なう。 

第９条 〔役員の任期〕役員の任期は 1 年とする。ただし、再選を妨げない。補充された役員の任期は、前任者

の残存期間とする。 

第 3 章 会計監査 

第１０条 〔会計監査委員〕本会に会計監査委員 3 名（保護者）をおき、その年度の会計を監査し、その結果を

総会に報告する。 

第１１条 〔会計監査委員の選出〕会計監査委員の選出方法及び任期は役員と同様とする。 

第 4 章 運営のための機関 

第１２条 〔機関の種類〕本会に設置する機関は次のとおりとする。 

(1) 総   会 

(2) 実行委員会 

(3) 役 員 会 

(4) 常任委員会 

(5) 特別委員会 

(6) 指名委員会 

第１３条 〔総 会〕総会は会の最高決議機関であって、役員の改選、予算、決算の審議および承認、年度計画

の策定、その他、会を運営するために必要な基本事項について審議し議決する。 

 

 

14 



２.定期総会は年度始めに開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の 10 分の 1 以上の

要求があったとき開催する。 

３.総会は、会員の 5 分の 1 以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決する。 

ただし、委任状をもって出席にかえることができる。 

第１４条 〔実行委員会〕実行委員は会長が保護者及び教職員の中からそれぞれ若干名を委嘱する。 

２.実行委員会は総会の意志を実行する最高の執行機関であって、役員、実行委員および校長で構成さ

れ次の各号に掲げる事項を行なう。 

(1) 予算案の編成並びに総会に提出する議案の作成 

(2) 年度計画の立案および実施 

(3) 教育環境及び施設の設備に関する事項 

(4) 会員および生徒の福利厚生に関する事項 

(5) 成人教育の企画及び実施 

(6) 会員相互の親睦に関する事項 

(7) その他本会の目的または方針に即した各種行事の企画および実施 

３.実行委員会は会長が必要と認めたときに開催する。 

第１５条 〔役員会〕役員会は、本会の役員をもって構成し、実行委員会の内部機関として、その運営の基本事

項を審議する。 

第１６条 〔常任委員会〕実行委員会は第 14 条第 2 項に掲げる特定の事項を企画および実施するために、必要

に応じて、常任委員会を設けることができる。 

第１７条 〔特別委員会〕実行委員会は、特定の目的を執行するために必要に応じて、特別委員会を設けること

ができる。 

第１８条 〔指名委員会〕指名委員会は、実行委員会、教職員から選出された委員をもって構成する。 

２.指名委員会は、あらかじめ被指名者の同意を得て、役員および会計監査委員の候補者を指名する。 

第 5 章 会   計 

第１９条 〔経 費〕本会の経費は会費、特別教育振興費およびその他の収入をもってあてる。 

第２０条 〔会 費〕会費は一世帯当たり月額 300 円とする。 

第２１条 〔会計年度〕本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終る。 

 

第 6 章 補   則 

第２２条 〔会則の改正〕本会の会則を改正するには、あらかじめその案を全会員に通知し、総会において出席

者の 3 分の 2 以上の賛成を得なければならない。 

第２３条 〔細 則〕本会の運営にあたって必要のあるときは、実行委員会は細則を決めて施行することができ

る。 

附   則 本会の会則は昭和 49 年 4 月 5 日より施行する。 

平成 5 年 12 月 7 目一部改正、平成 6 年 4 月 1 日より施行する。 
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規 約 施 行 細 則 

第１条 〔実行委員会の構成および任期〕実行委員会は常任委員会の正、副委員長、役員および校長・教頭で構

成する。委員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。 

第２条 〔常任委員会の組織〕会則第 16 条の常任委員会として、次の委員会をおく。 

(1) 広報委員会 

(2) 成人教育委員会 

(3) 環境整備委員会 

(4) 交通安全対策委員会 

(5) 学年委員会 

第３条 〔常任委員会の任務〕各常仕委員会の仕務は次のとおりとする。 

(1) 広報委員会は、会員相互の連絡を密にして、本会事業の周知徹底をはかる。 

(2) 成人教育委員会は、会員の教養の向上と、会員相互の親睦をはかる。 

(3) 環境整備委員会は、学校内外の教育的環境の整備改善をはかる。 

(4) 交通安全対策委員会は、学校内外の交通安全の充実をはかる。       

(5) 学年委員会は、各学年の事業立案実施にあたる。 

第４条 〔常任委員の選出及び任期〕常任委員は特定の所属学年、学級または、居住地域に著しく偏することの

ないように配慮して、保護者および教職員の中からそれぞれ若干名を選び会長が委嘱する。委員の任期

は 1 年とし、再任を妨げない。 

第５条 〔指名委員の選出〕指名委員会は、保護者 7 名、教職員から 2 名、それぞれ互選により選出し、構成す

る。 

第６条 〔特別教育振興費〕入学時に特別教育振興費 2，000 円を納入する。特別教育振興費は別途会計とする。 

第７条 〔教育振興費・図書費〕教育進行費・図書費の月額費用は次の号の示すとおりとする。 

(1) 教育振興費は、月額 750 円とする。 

(2) 図書費は、月額 200 円とする。 

第８条 個人情報の保護に関する必要な事項は、役員会の議決を経て定め、「個人情報保護に関する運用細則」を

適用する。 

           

改正 平成 30 年 1 月   ＰＴＡ実行委員会 

改正 平成 31 年 4 月      ＰＴＡ実行委員会 

改正 令和 3 年 4 月   ＰＴＡ実行委員会 
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神奈川県立藤沢西高等学校個人情報保護方針 

  

 神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡは、会員相互の親睦、交流を図るとともに、藤沢西高等学校のさらなる発展

に寄与することを目的としています。 

 この目的を実現するために、会員の個人情報を取り扱っております。個人情報の安全・確実な管理は、当会に

課せられた社会的使命であると認識し、以下の方針を定め、個人情報の保護に努めます。 

 

 １ 個人情報の収集・利用について 

   神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡは、個人情報の収集・利用に際し、利用目的を特定し、適法かつ公正な

手段により収集するとともに、特定した目的以外には利用しません。 

 

 ２ 個人情報の適正な管理について 

   神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡは、個人情報の適正な管理のために、保護方針等を定め、これに基づく

必要かつ適切な安全管理措置を講じます。 

 

 ３ 個人情報の第三者への提供について 

   神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡは、業務を委託する場合、その他の正当な理由がある場合及び法令の定

めにより必要とされる場合を除いて、本人の同意を得ずに第三者への提供は行いません。 

 

 ４ 訂正・利用停止請求 

   神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡでは、本人から申出があった場合は、所定の手続きの上で個人情報の訂

正・利用停止等の請求に応じます。 

 

 ５ 法令等の遵守について 

   神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡは、個人情報の保護に関連する法令等を遵守します。 
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個人情報保護に関する運用細則 

【目的】 

第１条 本細則は、神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡがその業務を通して取得した会員の個人情報を適切に管理、

利用、保護し、もって会員のプライバシーを保全することを目的とし、合わせて、個人情報の適正な取扱

いに関し神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡの個人情報保護に関する施策の基本となる事項を定め、よって

会員の権利、利益を守り神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡの業務の健全な向上をはかることを目的とする。 

 

【個人情報保護方針】 

第２条 神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡは、個人情報の保護に関する考え方や方針を定めた個人情報保護基本

方針を策定して、対外的に公表し、会員及び社会的な信頼を確保する。 

   2.個人情報保護基本方針は、役員会が決定し公表する。 

 

【個人情報の定義】 

第３条 会員の個人情報とは、氏名、住所、電話番号やその他の記述により当該本人を識別することができるも

の（他の情報と安易に照合することができ、それによって当該本人を識別できるものを含む。）をいう。 

 

【個人情報収集の原則】 

第４条 神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡが行う会員の個人情報の収集は、神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡの

事業の運営に必要な範囲に限定し、会員本人又は会員が同意する第三者から公正な手段によって収集され

なければならない。なお、神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡが会員等から個人情報を収集するに際しては、

当該情報の利用目的及び当該情報が第６条の各号に該当する者に開示されることがあることについて明

示した文書に同意の署名を得た上で行うことを原則とする。 

 

【個人情報利用の原則】 

第５条 神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡによる会員の個人情報の利用は、予め公表した利用目的の範囲に限定

して利用されるものとし、会員の同意なく目的外の利用をしてはならない。 

 

【第三者への個人情報提供の制限】 

第６条 神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡは、次の各号に該当する場合を除き、会員本人の個別の同意なくして、

その個人情報を第三者に提供してはならない。 

 (1)  神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡが業務の一部を外部に委託しており、委託業務の遂行のために必要不

可欠な場合。 

 (2)  法令により、神奈川県立藤沢西高等学校ＰＴＡが相手方に当該情報を提供することが義務付けられてい

る場合。 

 (3)  その他の正当な理由がある場合。 
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